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生産性向上特別措置法案関係

（１）プロジェクト型「規制のサンドボックス」

（２）データの共有・連携のためのIoT投資の減税等

（３）中小企業の設備投資に対する固定資産税の減免











データ活用の推進に向けた施策

 IoTの進展により流通量が爆発的に増えているデータについて、産業における競争力強化や社会
課題解決に向けた利活用を促進するため、協調領域におけるデータの収集・活用等を行う民間
事業者の取組を、セキュリティ確保等を要件として主務大臣が認定し支援。
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第2条、第21条～第35条関係





３つの歪み 結果

①過小投資
民間投資を拡大し、設備の
新陳代謝を図り、イノベー
ションを強化

○設備投資の拡大：63兆円(平成24年度)
→ 当初目標としていた年間約70兆円を達成。

○産業革新機構による支援：
支援決定金額 累計1兆４７９億円(平成29年12月末時点)

○ベンチャー投資の拡大：
認定VCファンド組成規模 累計約310億円(平成29年12月末時点)

○市町村の創業支援事業計画の認定：
1,741自治体中1,379自治体が計画認定(平成29年12月末時点)

△R&D型ベンチャーへの投資案件及びユニコーン・ベンチャー等への大型
の投資案件が少ない。

②過剰規制
萎縮せず新事業にチャレン
ジできる仕組みを創る

○企業単位での規制改革：企業実証特例制度11件、
グレーゾーン解消制度116件(平成29年12月末時点)

△必要なデータが十分に集められないため、規制官庁が規制改革に踏み
切れず、イノベーションの成果の早期社会実装が困難。

③過当競争
収益力を飛躍的に高め世
界で勝ち抜く製造業その他
我が国産業を復活させる

○事業再編計画の認定：
事業再編43件、特定事業再編5件(平成29年8月末時点)

○過剰供給構造に関する調査を実施・公表（石油、石化、硝子）
△不採算部門を抱え続けており、大胆かつ機動的な事業再編は道半ば。

（参考）産業競争力強化法（平成25年）の施行状況
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産業競争力強化法等の一部改正関係
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産業革新機構は非IT関連のシード・アーリー期の投資や、規模の大きな投資等、民間VCの投資が手
薄な分野へ投資を行っている。

出所: 産業革新機構HP、一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンターより作成

産業革新機構のベンチャー投資の特徴
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大学ファンドの見直し

 現行の産業競争力強化法は、大学の研究成果の活用を通じてイノベーションを促進するため、国
立大学法人等が、大学ファンドを通じて大学発ベンチャーへの出資等を行うことができる制度を規
定。

 同事業による支援対象は、これまで、自大学と共同研究等の連携を行っている大学発ベンチャー
に限られていたが、新たに、自大学との連携に限らず、他の大学や企業との連携等を通じて事業
化を進める大学発ベンチャーも対象に加えることとする。

東京大学
協創プラットフォーム開発（株）

（IPC）

京都大学
イノベーションキャピタル（株）

（ICAP）

大阪大学
ベンチャーキャピタル（株）

（OUVC）

東北大学
ベンチャーパートナーズ（株）

（THVP）

予算額 417億円 292億円 166億円 125億円

設立済みの大学ファンド一覧
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第2条、第15条～第21条関係



グレーゾーン解消制度・新事業特例制度

 グレーゾーン解消制度：新たな事業を実施する前に、規制の適用の有無を確認できる制度。

 新事業特例制度：企業単位で規制の特例措置を整備し、その適用を認める制度。

 現行制度の課題

① 行政機関が事業者に回答する際の理由開示義務が無いため、回答趣旨が不明確でも問い合わ
せができず、新事業の実施に支障。（グレーゾーン解消制度）

② 適用可能性のある規制法令を特定できない、必要情報が記載された照会書等を作成できない
等の理由により、行政機関の援助なしには制度の活用が困難。（グレーゾーン解消制度・新事業特例制度）

改正による制度の拡充

①行政機関による回答時の理由提示と
回答公表を義務化
（グレーゾーン解消制度）

• 規制の適用関係における予見可能性を向上す
ることにより、新事業を促進。

• 回答時の理由提示と公表により、他の事業者
を含めた産業全体の新事業を促進。

• 行政機関が、関係する規制法令の特定、照会
書等の作成に必要な情報提供等を行う旨を規
定し、制度の活用を促進。

②申請前の情報提供・助言等のサポート
（グレーゾーン解消制度・新事業特例制度）
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第2条、第6条～第14条関係



（１）設備導入促進法人の指定制度 （現行法第2条、第61条～第74条関係）

リース契約の特性（初期費用負担を抑えることができること等）を活かして企業の競争力強化につながる先端
設備等の導入を促進するため、経済産業大臣が指定する設備導入促進法人に対して、①リース保険契約の
引受け、②リース事業者に対する情報提供、助言、指導その他の援助を行う業務を可能とする制度。

⇒利用ニーズがないため廃止。

（２）特定事業再編計画の認定制度 （現行法第2条、第26条～第27条関係）

事業の生産性を著しく向上させることを目指して、複数企業による共同の取組として、事業の切り出し・統合を
行い、新需要の開拓等に取り組む事業者の計画を認定し、支援を行う制度。

⇒直近の実績がなかったため廃止。

（４）中小企業承継事業再生計画の認定制度 （現行法第2条、第120条～第125条関係）

財務状況等が悪化した中小企業者の事業を承継し、再生を図る取り組み（いわゆる第二会社方式による
事業再生）の浸透を図るため、これらに取り組む事業者を認定し、税制・金融支援等を行う制度。

⇒第二会社方式による事業再生は浸透し、直近の実績も減少したため廃止。

廃止事項
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（３）種類株を用いたキャッシュ・アウト手続に係る会社法特例 （現行法第35条関係）

ＴＯＢにより議決権の９／１０以上を取得した場合、全部取得条項付種類株式を用いた完全子会社化手
続において、株主総会決議及び種類株主総会決議並びに裁判所の許可手続を不要とする特例。

⇒平成26年の会社法改正により、会社法本則で措置済みとなったため廃止。



中小企業・小規模事業者関連措置Ⅰ
～事業承継や創業の促進による新陳代謝の加速化～









中小企業・小規模事業者関連措置Ⅱ
～時代に対応した経営支援体制の基盤強化～








